
   社会福祉法人碧南市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人碧南市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」とい

う）の役員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。 

 （役員等） 

第２条 この規程において「役員等」とは、社会福祉協議会の定款で定めた理事、監事、

評議員及び評議員選任・解任委員をいう。 

（報酬の支給） 

第３条 役員等がその職務に従事したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額を報酬として支給する。 

 (1) 会長 月額１０，０００円 

 (2) 前号に規定する者以外 日額３，０００円 

（費用弁償） 

第４条 役員等が職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を

支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、社会福祉法人碧南市社

会福祉協議会旅費規程を準用する。 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年１２月１４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 


